
 

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
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第
一 
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
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水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
項
目

か
ら

に
改
め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
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建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
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建
築
基
準
法
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

大
腸
菌
群
数

一
立
方
セ

ト
ル
に
つ
き

か
ら

大
腸
菌
数

一

に
つ
き
八
百

に
改
め
る

こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
三 

施
行
期
日 

こ
の
政
令

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


